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経済論叢(京 都大学)第1δ4巻 第3号,1999年9月

.イギ リス公 務 部 門 の 人 事 管 理変 化 と

ホ ワイ トカ ラー組 合 の機 能(1).

一 管理職層組織化への課題一

1は じ め に

松 尾 孝

近 年 わ が 国 にお い て も,賃 金 や 昇 進 な どの 面 で ホ ワ イ トカ ラー 労 動 者 の 処 遇

の個 人 化 が 進 ん で い る こ とが よ く指 摘 され る。 そ の 是 非 は と もか く,そ の よ う

な傾 向 は組 合.員o団 結 とい う集 団 の力 に よ って 統 一 的 に賃 金 労 働 条 件 を 改 善 し

よ う と して きた伝 統 的 な労 働 組 合 運 動 の 基 盤 を揺 るが す で あ ろ う し,ホ ワイ ト

カ ラー労 働 者 に対 す る組 合 の魅 力 を減 殺 す るか も しれ な い 。従 って,ホ ワイ ト

カ ラー に対 す る 人事 管 理 面 で の 処 遇 が 個.入化 して きた 時 に,労 働 組 合 の機 能 は

ど うあ るべ きか,労 働 組 合 は どの よ うに 対応 す べ きか,と い っ た こ とは今 日検

討 を 要す る大 きな課 題 で あ ろ う。 本 論 文 は,1980年 代 以 降 の イ ギ リス公 務 部 門

を素 材 に して,そ の 人 事 管 理 変 化 とそ の 中 で の ホ ワイ トカ ラ ー組 合 の対 応 に焦

点 を 当て るが,そ の こ とを 通 じて,ホ ワイ トカ ラ ー(と りわ け管 理 職)へ の 処

遇 の 個 人 化 とい う流 れ の 中 で,そ れ に対 応 し得 る労 働 組 合 像 はい か な る もの で

あ るの か を考 え た い とい う こ とを 問題 意 識 の根 底 に置 く.もの で あ るD

と ころ で イギ リス に 日を 移せ ば,.イ ギ リス にお い て70年 代 を ホ ワ イ トカ.ラー

や 管 理 職(manager)に よ る組 合 運 動 の興 隆 期 とす.れば,80年 代 半 ば以.降は冬

の 時 代 で あ った と言 え よ う。 そ の激 変 の 要 因 と して は,保 守 党 政権 の政 策,さ

らに は経 営側 の 反 組.合の経 営 政 策 やHRM的 人事 管理1}の 進 展 が もち ろ ん挙 げ

1)岩 出[1991]に よれば,イ ギリスにおけるHRM(人 的資源管理)の 考え方の内容は,以 下/
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られ る だ ろ う。 実 際,後 で み る よ うにそ れ ら に焦 点 を 当 て て組 合 の消.艮を説 明

し よ う とす る研 究 は 多 い。

しか し,そ の よ うな 要 因だ けか ら組 合 の 消 長 を説 明 す るの は不 十 分 で あ ろ う。

とい うの は,政 府や 経 営 側 に よ る反 組 合 的 政 策 はい つ の 時 代 で も程 度 の差 こそ

あ れ 共 通 に見 られ る現象 だ ろ うか らで あ る6む しろ組 合 の 消 長 を左 右 す る直 接

的 要 因 と して 無 視 で きな い の は,経 営 側 の戦 略 等 の 外 部 要 因 を前提 と した上 で

の 労 働 者 の 意 識 変 化 や 組 合側 の対 応,と い うた いわ ば 主 体 的 要 因 で は ない だ ろ

うか 。

そ うい った 問 題 意 識 か ら,本 論 で は,政 府 ・経 営 側 の政 策 の変 化 が ホ ワ イ ト

カ ラ ー労 働 者 に対 す る人 事 管 理 を どの よ うに変 化 させ て きた か を まず 見 るが,

そ の上 で 政 策 的 変 化 に対 す る労働 者 側 の意 識 変 化や 組 合 側 の対 応 とい った 主体

的 要 因 に 第一 義 的 に焦 点 を当 て て 近 年 の ホ ワ イ トカ ラー の労 働 組 合 運 動 の 後 退

を説 明 して い くこ と に した い 。特 に労働 者 の意 識 ・ニ ー ズ と組 合 の体 質 や 対 応

との ズ レ とい う視 点 か.ら,そ れ を説 明 して い きた い 。

そ の こ とに よ っ て,使 用 者側 の 政 策 の 変 化 の 中 で ホ ワ イ トカ ラー組 合 が ホ ワ

イ トカ ラーll,特 に 管 理 職 層 を把 握 し きれ な か った 要 因 を析 出 し,も って 管 理

職層 の ニ ー ズ を とら え彼 ら を適 切 に組 織 し得 る よ うな 組 合像 へ の 示唆 を得 たい

とい うの が 本論 のね らいで あ る。

11管 理 職 層 の 組 合 意 識 の 変 化 とそ.の説 明 枠 組 み

一1980年 調査と1990年調査との対比から

1970年 代 は,管 理 職 層 自 身,ブ ル ー カ ラ ー 主 体 の 労 働 組 合 に 反 発 を 感 じ つ つ

＼の4点 に整理 される一 。① 「人的資源1と しての従業員重視の理念,② 労務 管理 の戦略 的事業

計画へ の統 合,③ ライ ン管理者の労務管理 責任 の重視,④ 従業員 コ ミッ トメ ン トの重視 賭 出

[1991:1,163一 ま68ページ)。 イギ リス公務 部門におけ るHRM的 人事管理の導入 においては.特

に③の側面が強調されている と思われ る。

2)本 論文における主たる関心 は,人 事管理 の個別化 と労働組合 との関係にあ る。従 って第一義 的

に関心が向 けられ る対象 はホワイ トカ ラーの中で も管理職 〔manager)と い うこ とになる。その

意味で,「 管理職 ・ホワイ トカラー」な どのよ うに,「 ホワイ トカラー」の語を 「管理職」の語 と

並列 して文中で使用 している場.合には,特 に断 らない 限 りホワイ トカラー労働者の上層部分,ず

なわち管理職 に準ず る層や 管理職予 備軍 を指す概念 と して使用す る。
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も組織化へ.の志向が強かった時期であ り,イ ギリスにおける管理職層(主 に中

間管理職層)の 組織化はこの時期に急速に進んだ。 この背景には,こ の時期に

おける,所 得政策による工職賃金格差の縮小 とそれへの管理職層の反発(ブ

ルーカラーに対する格差維持志向),急 激なインフレ,労 働組合運動の政策的

認知,雇 用の集中による官僚制的管理の進展などが挙げられる%要 するにこ

の時期の管理職層の組織化を促 した背景には,第1に,.当 時の所得政策下での

管理職の社会的 ・経{斉的地付:の相対的低下 とい う状況,第2に,組 合運動を社

会的に公認 した上でそれを制御 していこうとする当時の政府の政策的側面が管

理職の組合忌避意識を弱めたという状況があったと言い得る。

ところで,こ の時期における管理職の組合加入の動機については,、実際の調

査 データに即 してもう少 し見てみよう、Pooleら がBIM(英 国管理職協会)

加入の管理職を対象に198⑪年に行 った調査(Pooleetal.[1983])に よれば,

管理職の組合加入の動機 としては,報 酬面の改善や身分保障などの手段主義的

動機が強 く,政 治的 ・イデオロギー的動機は弱いことが読み取れる(第1表)9。.

もっとも,労 使関係論的視点から管理職の組織化を説明する彼 らは,交 渉主体

として公認された組合が管理職の レベルに現実に存在したことが管理職の組織

化につなが ったとい う議論の立て方をしているが,そ のような制度的要因のみ

3)SnapeandBamber[1989],p、94,

4)た だ し,ブ ルー カラーの組合加入の動機は手段 主義 的で はな くイデオロギー的 ・連帯主義的で

ある,.と まで主張す るわ けではない。労働 組合は主 として組 合員 の経済的利益 を擁護ず るための

大衆 団体であ るか ら.ホ ワイ トカラーであれブルーカラーで あれその加 入動機 は基本的 には手段

主義 的な ものに ならざるを得 ないで あろ う。た とえホ ワイ トカラーの 方が手 段主義的動 機が強

か ワたと して も,そ れは程度の差 である と考 えるのが妥 当で あろう。 しか しなが ら,イ ギリスに

お けるホワイ トカ ラー 〔特に管理 職〕の組織化運動 の背 後で は,ブ ルーカラーとの格差の維持が

絶 えず意識 されて きた ことを考えるな らば,ホ ワイ トカラー の手段主義を ブルー カラーの手段主

義 とを同質の もの と捉える ことには無理 がある。 要す るに,ホ ワイ トカラー とブルーカ ラーの組

合加 入の動機は共に手段.1義 的で あった として も,そ の志向 の向 きは異な るのであ る(こ の点に

ついて は,松 尾[1997}で 検 討 した)。

なお,ホ ワイ トカラー職場 とブルーカラー職場 とを対比させた職場調査に基づ き,両 職 場の組

合員 の特徴 を指摘 した研究 と してはBa臆meらO研 究があ る。Batstoneら の研究 におい て も,

組.合加人動機や組.合意識の面で ホ ワイ トカラー の方がやや予段 主義的ではあ るが,ブ ルーカラー

が手 段主 義的 でな い とは言 えない とい う傾 向 も読み 取れ る(Batsto鴫Bora5ton印ndFrenke1

[1977])。./
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を 強調 す るな らば,こ の彼 ら 自身 の調 査 結 果 と も齪 踏 を きた す 。 管 理 職 の手 段

主 義 的 な組 合 志 向 の 強 さ を見 れ ば,こ の時 期 の管 理 職 層 は,相 対 的 に 低 下 した

自 身の 社 会 ・経 済 的 地位 を補 償 す る手 段 と して,公 的 認 知 度 の 高 ま った 組 合 に

手 段 主 義 的 にで はあ れ 主体 的 に 身 を託 した と言 うべ きで あ ろ う。

と こ ろが80年 代 以 降,SIMA(鉄 鋼 産 業 管 理 職 組 合)やAMPS(管 理 職 ・

専 門 職 ス タ ッフ 組 合)がEETPUに 吸 収 され る な ど,管 理 職 組 合 は弱 体 化 し

独 自の領 域 も失 って い く。 また,ホ ワ イ トカ ラー 一般 組 合 に お いて も,88年 の

」
司

＼ シ ョップスチ ュワー ドの組合加 人の主 な理由

スチ ュワー ドの類 型 リ ー ダ ー

o

ポ ヒ ュ リス ト

(ス タ ッフ〉

ポ ピ ェ リス ト

(シ ョ7プ フロアー)

賃金労働条件の改善

労働者の権利の擁護/社 会主義

17%

83

〔"=且7,うち ス幻 フ3〕

88

12

〔n=16)

75

25

(n=17)

注;且at蜘 瑞 らの分類で.「 リーダー」 とは組合や組合 原理に忠実に行動す る職 場活動家,「 ポビ].

リス ト」とは組合 員の形式 的代表者 としての性格が強い者を指す。

出所:卍「畠.4,P.37.

組 合 へ の組 合 員 の 期 待

ス ダ ッ フ シ ョ ップ フ ロ アー

(n=102) (n=183)

積極的=組 合.員の擁護 10% 27

経営側の行動の規制 6 21

組合員の代弁 14 8

食止さの擁護

一

16

組合の原則の追求
一 8

賃金の改善 6 16

批判的:自 分たちに関係な し 31
一

トラブルの原因 34 4

出所 二尚.d.0.121.

自 治体 に お け る ホ ワ イ.ト カ ラー 職 員 の手 段 主 義 的 な 組 合 意 識 の 強 さ に つ いて は.NALG⑪ の

シェ フ ィー ル ド支部 の組 合 員 を調 査 したNich【 」150nら の 研 究 を参 照(Nichok`m,Urse皿andBly・

t【m[1981]、p、86)。 ブ ル ー カ ラー 公 務 員 の 組 合 加 人 動 機 の 調査 につ い て は,NUPE組 合 員 を 対

象 に したKerrの 調 査(Kerr[1992]).を 参 照 。

な お,職 業 階 層 聞で の 組 合 加 入動 機 の 差 異 を 大 規 模 に調 査 した 最 近.の 研 究 と し て は,Wad・

dington6cWhitst。 ・の もの が あ る,彼 ら は,ど の 階 層 で も手 段 主 義 的 動 機 が 強 く・ 階 層 間 で 組

合 加.λ 動 機 に 大 きな 差 は な い とい う調 査 結 果 を 示 して い る が,同 時 に ホ ワ イ トカ ラー(特 に管

理 ・専 門 職)の 組 合 加 入動 機 に は 個 人 的 動 機 が や や 強 い 傾 向 は 読 み 取 れ る(Wadding糊1and

Wbits伽[1997],P.522)。
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第1表 管理職の組合加入の動機(n=275) (%)

←非常に重要 全 く重要でない→

1 2 3 4 5
平均点

要 因1:手 段的志向

集 団的代表の必要性に関する こと 21.7 36.4 21.7. 9.9 10.3 2.50

報酬 に関す ること 24.1 31.4 21.9 12.0 9.9 2.48

仕事の保障 に関す ること 24.3 27.6 23.2 10.3 14.7 2.61

日分のような者を代表する承認された組合が存在すること ユ6.9 31.6 27.2 8.1 16.2 2.75

昇進の展望に関するこ と 5.9 12.5 23.4 29.0 392 3.73

要因2:政 治的志 向

組合の政策に貢献す るため. 7.0 9.9 .12.2 16.ユ 54.2 4.00

政府に影響 を及 ぼす ため 旧.6 8.8 11.4 ユ0.3 63.⑪ 4.11

組合加入が労働運動への参加の証 しになるから 一 3.0 52 11.9 11.5 68.5 4.37

要 因3:制 度的志向

他人が皆人 ってい るか ら 2.9 28.1 12.5 8.5 68.0 4.31

組.合加 入が 自分の雇用の条件だか ら 12.1 3.7 4.8 4.8 74.7 4.27

出所:Poo-eetal.[1983]P.4認.

ASTMSとTASSと の 合 併(→MSF),93年 のNALGO(地 方 政 府 職 員 全 国

組 合)と ブ ルー カ ラー 組 合 で あ るNUPE(全 国 公 務 従 業 員 組 合)・COHSE

(保健 従 業 員 連 盟)と の 合 併(→UNISON)な ど,ホ ワイ トカ ラー 組 合 の 整

.理 ・統 合 が 進 行 す る。

これ に は,冒 頭 で触 れ た よ うな外 部 環 境 の悪 化 に対 して の 組 織 的 に鴫小 な 管

理 職 ・ホ ワイ トカ ラー組 合 の対 応 とい う 面 はあ る。 具 体 的 には 組合 の財 政 難 や

近 年 の単....一テ ー ブ ル交 渉の 普 及 な ど に対 す る対 応 とい う側 面 が 強 い5〕。 しか し;

冒頭 で述 べ た よ うに,HRM的 人 事 管 理 戦 略 に基 づ く管 理 職 ・ホ ワ イ トカ ラ ー

に対 す る処 遇 の個 人 化 が,彼 ら 自身 の 意 識 の 上で の組 合離 れ を促 し,組 合 加 入

率 を 低 下 させ,組 合 を 弱 体 化 させ た こ と も否 め ない61。 こ の 点 をPooleら が

BIM加.人 の 管 理職 を対 象 に行 っ た2回 の調 査(1回 目 は前 述 の と お り1980年 ,

5)CollingandFerner[1995],p.5)3.

6)こ の 視 点 か ら の 指 摘 はSnapeandBamber,ψ.`砿,p,100 .
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第2表 労 働 組 合 ・ス タ ッフ ア ソ シエ ー シ ョンにつ い て の 管理 職 の経 験

(1980年=n=1058,1990年=n=827)(%)

あ る
(労働組合)

あ る

〔うエニ;;;:1
両方ある ない κ2 31g

管理 職 レベ ル に労 働 組

合 ま た は ス タ ッフ ア ソ

シ エ ー シ ョ ンが あ る

1980年

1990年

22.5
ヒ

18.2

8.9

8.1

8.9

8.2

59.7

65.5

7.14 n.s.

労 働 組 合 ま た は ス タ ッ

7ア ソシ エ ー シ ョ ンに

加 入 して い る

1980年

1990年

20.2

14.0

5.9

6.1

4.4

4.5

59.5

75.4

12.66 0.01

出所:Poole&Mansfield[ユ993]p.20.

.2回 自610年 後 の1990年 に 行 わ れ て い る)の 対 比 に お い て 見 て み た い7〕。

そ れ に よ る と,労 働 組 合 ま た は ス タ ッ フ 組 合 に 加 入 し て い る 管 理 職 の 比 率.は,

こ の10年 間 で5.9%低 ド して い る(第2表)。 管 理 職 の 組 織 化 志 向 自体 も弱 ま っ

て い る(第3表)。

Pooleら は こ の よ う な 管 理 職 の 組 合 離 れ を 次 の よ う.な 図 式 か ら 説 明 す る8,。

す な わ ち,政 治 経 済 等 の 外 部 環 境 の 変 化 が 引 き 金 と な っ て 経 営 側 に よ り競 争 的

経 営 戦 略 が 導 入 さ れ,そ の こ と に.よ っ て 管 理 者 の 価 値 観 や イ デ オ ロ ギ ー,あ る

.い は 労 使 関 係 に お け る.各 ア ク タ ー 問 の 力 関 係 に 変 化 が 生 じ る(た だ し制 度 的 枠

組 み 自 体 は 比 較 的 安 定)。 そ の た め,企 業 内 に お い て 経 営 側 に よ る コ ン ト ロ ー

ル が 強 化 さ れ,そ の 中 で 管 理 者 の 自 律 性 が 増 大 し,さ ら に 管 理 者 自 身 が 個 人

ベ ー ス で 賃 金 ・報 酬 に つ い て 交 渉 し う る よ う に な っ た 。 こ の こ とが 答 理 者 の 組

合 意 識 を 変 化 さ せ,組 合 へ の 依 存 度 を 低 下 さ せ て い る と い う こ とで あ る(第1

7)1980年 の調査 デー タに基づ いた分析 のひ とつ が,Poole,Mansfield,FrostandBlyton[1983]

であ り,1990年 の調査 デー タに基づ いた分 析が,PuoleandMansfield[1993]並 びに.Poole,

Mansfield,Malτlnez・LucioandTurner[1995]で あ る。なお,サ ンプルの管理職 の職 階ご との比

率 は次 のよ うになってい る。1980年 〔サ ンプル数1058入)は.役 員(Boardmember)23.6%.

上級管理職(SPA,ormanagement)36.1%,中 級 管理職(Middlemanagenent)27.鰯,下 級管

理 職 〔Junior㎜nagem巳nt)3.8%,Managementadviser6.5%,そ の他2、0%。199⑪ 年(サ ン

プ ル数827入)は,そ れ ぞれ30.8%,37,2%,21,5郭,2,5%,4,5箔,3,6霧 となっ て い る

(PooleandMansfield,ρ ρ.ご鉱,P.16)。

8)ゴ ゐ此ま,pp.12-14.

なお,拙 論中での 「組合離 れ」の語は,特 に断 らない限 り労働者の意識の上での組 合依存 度の.

低 トとい う意味で使 うこととする。
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第3表 管 理 職 が 自 己利 益 の集 団 的 表 出 を望 む 度 合 い

(1980年:n=1058,1990年ln=827) (%)

1980年 1990年

1 いかな る集団的表出 も不 要 32.7 43.2

2 給与 ・勤務 条件 に関 して助言す る代表 的主体が必要 33.5 31.8

3 雇用主と交渉する代表的主体が必要 18.7 14.8

4 雇用主 と交渉する代表 的主体(必 要 に応 じて穏便 な争 9.8 6.4

議行為を行い得 る.)が 必 要

5 雇用主 と交渉する代表 的主体(必 要 に応 じて全 面的 な 5..4 3.9

ス トライキを行 い得 る)が 必 要

平均ポ イン ト 2ユ5 1.96

標準偏差 1.21 1.09

t値. 3.52
遷

1画図一〇.00D

出所:PODIe&Mansfield[1993]P,n

第1図 労 使 関係 に お け る管 理 者 の 態 度 と行動 の モ デ ル

〔3}

管理者の価値意議

とイデオロギー

・自由な企業システムへ

の支持の度合い

・プルーラリズムより一

元主義を選好する度合い

〔1〕

環 境

諸状況の一貫性

や変化のパターン

。政 治 的

。経 済 的

・社 会 的

・法 的

〔21

経 営 側 の

競争的戦略

倒

労使関係システムにおける

「アク穿一」の力

・雇主および管理者

・労働組合

・政府

〔6)

組織におけるコン

トロール,コ ント

ロールへの従業員

の関与,管 理者の

役割の自律性

【ガ

諸 結 果

労使関係における管理

者の態度と行動

・組合への態度

・集団的代表への希

求度.

。団体交渉の経験

・労働者参加への見方

・政府の役割への見方1
1同

制度的過程,実 践,手 続き

例 〉 団体交渉制度

i

出 所:Poole&Mansfield[1993]p.13、

.
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図)。

要 す る にPooleら は,80年 代 の 競 争 的 経 営 戦 略 め 中 で 管 理 職 の 役 割 が 重 視

され る よ うに な った とい うので あ る。 そ して その こ とが 管 理 職 を経 営 側 に 引 き

付 け,管 理職 の組 合 離 れ を もた ら してい る とい うの で あ る。

彼 らに よれ ば,80年 代 の 管理 職 の量 的 側 面 で の 組.合離 れ が相 対 的 に太 きか っ.

た の は 公 共部 門で あ る とされ る(民 間部 門 にお け る管理 職 の組 織 化 は も と も と

低 調 で あ った)。 そ の こ と は彼 らが90年 に 行 った 調 査 の デ ー タか ら も裏 付 け ら

れ る 。 そ れ は まず 量 的 側 面 で は第4表 で見 る こ とが で きる。 この 表 を見 れ ば,

管 理 職 レベ ル に組 合(ス タ ッフ ア ソ シエ ー シ ョン含 む)が 存 在 す る職 場 の 割 合

は公 共 部 門の 方 が 依 然 と して 高 く,し か も80年 の調 査 よ り も公 民 格 差 が 少 し開

い て い る.が,組 合 等 へ の 管 理 職 の加 入 率 は公 共 部 門 の方 が 大 き く低 下 して い る

こ とが 読 み 取 れ る。

.し か し特 に公 共部 門 に お い て は,組 織 率 低 下 とい う量 的 側 面 よ りも管 理 職 の

意 識 変 化 とい う質 的 側 面 で の変 化 が大 きい9,。例 え ば 第5表 を見 れ ば,労 使 関

}9 公務部 門主要組 合の組合員数の推移は以下の とお りで ある。 褝 位=千 人〉

1970年 】975年 1980年 1985年 1990年 1995午

NALGO(自 治体 ・ホワイ ト一般組合) 439.89 625.16 7呂2.34 752.13 7製.45

NUPE〔 自治体 ・理業戦組合) 372.72 584.49 699.15 663.78 578.99 1.35531

COHSE〔NHS) 89.55 16720 216.塗8 212.99 203.31

CPSA〔 国家 公務 ・ホワイ ト 般 組合) 184.94 224.72 216.42 工46.騒 122.68 121.75

SCPS〔 国家公務 ・中間管理職組割

CSU〔 国家公務 ・現業職組合}

59.00

35.25

四,94

46.78

108.84

45.62

86.85

31.別 }・3… 151.18

IRSF〔 国家公務 ・税務職組合) 49.74 60.58 62.34 55.12 52.91

IPCS〔 国家公務 ・技術専門職組合) 92.42 工03.団 9舘 、75 呂9.24 9】.71 78.65

FDA〔 国家.公務 ・上級管理職組合} ? ? 8.17 7.62 10.51 10.31

国家公務員勲 704 705 7憾 601 567 517

自治体職員数 2,559 2,917 2,956 2,958 2,967 2,639

注=組 合員数の数字は者年末時点 の翻)〔95年 のSCpSの み96年 τ月1口 のIRSFと の合併時の数字)。

FDAの 組織 範 囲 はgrade7〔 課長 補 佐級)以.ヒ 。 ㏄PSは1988年 に現業 職 主体 のCSUと 合 併 し

NUCPSと なる11℃Sは89年 よ り【PMSと なる 眼 間 も組織対象 に含 泊る)。 なお,自 治体 の管理職

組合 と してはFUM}{)(Fζd町atedUnionofMmagenahndPmfビs蜘na10rnce的 があるが,90年 時点

で組合員数は1.万2千 人程度で ある 〔Mar5h[1%1])。

出所lTr/C尺 御 薦 各 年版 。国家公務 員(CivilSwent)の 数`よ α帽 細 細5`4姻 κ5に よる。 自治体

職員数は 及o㈱ ゴrT梅濯み による。
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第4表 労 働 組 合 ・ス タ ッフ ア ソ シエ ー シ ョン に関 す る管 理 職 の 経験

に つ い て の公 民 の差 異(1980年:n=ユ058,1990年:n=827>(%)

あ る

(労働組合)

あ る.

(葦皇二;ζ;)
両方ある な い

民 公 民 公 民 公 民 公

管 理職 レベ ル に労 働 組

合 ま た は ス タ ッフ ア ソ

シ エ ー シ ョ ンが あ る

1980年

1990年

11.0

9.4

49.7

47.3

7.2

4.8

12.9

18.3

3.8

4.6

19.5

18.3

78.0

81.2

17.9

16.〔}

労働組 合またはスタ ッ
フ ア ソ シ エ ー シ ョン に

加 入 して い る

1980年

1990年

8.1

7.0

48.1

35.9

3.6

3.0

11.3

15.0

0.8

2.4

11.9

10.2

87.5

87.5

28.7

38.9

出 所:Poole&Mansfield[1993]p.21.

第5褻 管理職 の団体交渉 の経験 (%)

民間部門管理職 公共部門管理職

1980年

〔n=731:1

1990年

〔n=497}
z呂 Sig

1980年

in=320;

1990年

:.=1691
κ2 Sig

公式な団体交渉

組合代表との非公式な会合

組合代表から持ち込まれる個人的不満の処理

23.3

42.0

38.8

17.8

31.9

32.2

5.21

12.91

5.86

O,025

0.ゆ05

0,025

17.0

62.4

49.7

16.1

27.8

61.4

o.66

52.24

6.15

n.s.

0,005

0,025

出所=Poole&Mansfield[1993]p23.

係のフォーマルな制度的側面ではあまり変化がないにせよ,職 場 レベルにおい

て組合と使用者としての管理職との問でのインフォーマルな交渉機会が減少 し

ている傾向が読み取れる。Pooleら によれば,こ れは使用者 としての意識を強

めた管理職が組合忌避志向を強めていることを示すものであるとされる(そ の

一方で組.合代表を通 して持ち込まれる個人的不満については管珪職が関与する

率が逆に増えている(第5表 下段)が,こ れは労使関係上の問題を個人主義的

に処理 しようとする管理職の意識の強まりを示す ものであるとされる)。

制度的枠組みの拘束力の強さという側面を考えるならば,民 間部門よりも公

共部門の方が労使関係は本来安定的と考え得るか もしれない。そのことは,脚

注9の ように公共部門の組合においては組合員数等の極端な変化は生じていな
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.い.ことからも示唆され得るであろう。 しか し80年代のサ ッチャー行革を契機に

公共部門の制度的枠組みは大 きく変革されたはずであり,そ れゆえに公共部門

の労使関係は,そ の外見はともか く内実においては民間部門に勝るとも劣 らず

大きな変化を被ったのだと考えられる。その意味から,本 稿では公共部門を特

に考察対象として取 り上げる。

ところでPooleら の主張のように,公 共部門における経営戦略の変化が管

理職の組合に対する意識にも影響を与えた とい うことについセは,確 かに否定

できない面があると思われる。まして彼らの図式は,労 使関係変化全般を経営

戦略の変化のみによって直接的に説明するのではな く,経 営戦略の変化が管理

職の意識を変化させ,そ れが労使関係に変化もたらす という点をも視野に入れ

ている。その意味で彼らの説明の枠組みは本稿での問題意識に合致する面 もあ

る。しか し一方で彼らは,公 共部門において具体的にはどのような点での変化

が管理職の意識を変化せ しめたかについては十分には語 っていない。従って本

稿でぽ,彼 らの説明の枠組みを検証する意味 も含めて,彼 らの枠組みにひとま

ず沿いつつまず第皿節で198⑪年代以降当局側により行政改革の一環 として進め

られてきた人事管理の変化の内容について概観 し,続 いて第N節(次 稿)で そ

れが亦ワイ トカ.ラ「 特 に管理職層の意識に及ぼ した影響について一応指摘 し

ておきたい(対 象は公務部門,特 に地方自治体を中心に取 り上げ 中央省庁の

例についても補足的に言及する)。

11180年 代以降の行政改革 と人事管理

1行 政組織の変化

19804一代,.サ ッチ ャー政 権 下 で ドラ スチ ックな 行 政 改 革 が行 わ れ た こ とは知

られ て い る。 地 方 自治 体 レベ ルで の 改 革 につ い て は,行 政 学者 らに よれ ば次 の

諸 点 に整 理 され る1%

① 地 方 財 政 改 革 に よ る 国 家 統 制 の 強 化(例 え ば レイ ト[rates;唯 一 の 地

10>君 村 ・北村[1993」.5ペ ージ。
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方 税 と して の不 動 産 課 税]の 廃止 に よ る 自治体 の 自主 財 源 の剥 奪)

② 地 方 サ ー ビス の民 営 化 ・市 場 化(自 治体 直営 事 業 に民 間業 者 との競 争 入

札 を義 務 づ け た 強 制 的 競 争 入 札 制 度[CompulsoryCompetitiveTender・

i㎎ 一CCT]を 導 入 した こ とは そ の 典型 的 な例 で あ る)

③ 地 方 サ ー ビ スの 個 別 化 ・分 断 化(例 え ば 非公 選 団 体 の増 大一 これ まで

自治体 の サ ー ビス の一 環 と して担 わ れ て い た機 能 を代 行 す る別 の機 関が 創

出 さ れ,中 央 政 府 の方 針 に沿 った 機 能 の遂 行 と,個 別 化 され た サ ー ビスの

市場 原 理 に も とづ いた 供 給 が 行 わ れ る)

しか し本稿 の課 題 はサ ッチ ャー行 革 そ れ 自体 に つ い て全 般 的 に検 討 す る こ と

で は な い 。 そ れ は本 稿 の枠 を大 き く超 え る。 本稿 で検 討 す る課 題 は,行 革 に よ

る環境 変 化 が 管理 職 を取 り巻 く状 況 を ど う変 化 させ 管理 職 の意 識 を どの よ うに

変 え た か,組 合が 環 境 変 化 に ど め よ うに対 応 した か とい う こ とで あ る。 要 す る

に行 革 を 通 じて の 人事 管 理 的側 面 の 変 化 が,管 理 職 ・労 働 組 合 に いか な る影 響

を与 えた か,そ れ に両 者 が いか に対 応 した か とい う こ とが検 討 課 題 で あ る。

結 局,上 記 の よ うな行 政 改 革 に よ って 行 政 組 織 は フ レキ シ ブ ルで市 場 志 向 的

な性 格 の もの に変 化 して きた と言 え る。 それ に伴 い,管 理 職 の役 割 に も変 化 が

生 じて く.る。 ミン ツバ ー グ の言 う対 人 的 ・情 報 的 ・意思 決定 的側 面 のす べ て に

.わ た って で あ る。 す なわ ち,対 人 的 側 面で は リー ダー と し.ての役 割 が増 大 し,

情 報 的 側 面 で は受 益 者 の ニ ー ズ を把 握 す る役 割 が 増 大 し,意 思 決 定 的側 面 で は

特 に財 務 ・人事 的側 面 で の責 任 が 増 大 した の で あ る11)。

Kessler[1991]は,1990年 に イ ン グ ラ ン ドと ウ ェー ル ズ の139自 治 体 の 人 事

管 理 部 門 に対 して 調 査 を行 った 結 果 か ら,行 革 に 伴 うCCTな どの市 場 競 争 的

手 法 の 導 入 が 地 方 自治 体 に お け るHRM的 人事 管 理 を 進 展 させ て い る こ とを

指 摘 してい る12,。ラ イ ン管 理 者 に対 して,経 営 的 感 覚 や 個 々 の政 策 につ い て の

コズ ト意 識 を 身 に つ け る こ とが 要 求 され て きて い る の で あ る。 さ ら にKessler

11)KeenandScase[1996],PP.168-169.

12)Kessler[瓦991〕,p.10.

輩
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第6表 最 近3年 間 に お け る 人事 部 門 と部 門管 理 者 との 関係 の 変 化

2実施済み 〔飴緻 計画 中 田治体鋤 計 画な し 伯治体鋤

ライン管理者への人事 的

決定権の一層の委 譲
61(44%〉 26(ユ9妬) 51(37銘)

出 所:Kヒss匪er[1991}p.10.

は,そ の 一 環 と しで,人 事 ス タ ッ フか ら各部 門 の ラ イ ン管 理 者 に対 して要 員 管

理 や 査 定 な どの 人事 管理 的側 面 に お け る権 限委 譲 が 進 ん で い る こ と も指 摘 して

い る(第6表 〉。

一 方
,中 央省 庁 に お い て も,政 府 の よ り直 接 的 な 政 策 に よ って1982年 か ら財'

務 管 理 イ ニ シ アテ ィ ブ(FinancialManagementInitiative-FMI)が 導 入 され

た 。 こ の意 図 は,人 材 と財 源 の 管 理 者 と して の 公 務 員 の役 割 を高 め る こ とで

あ った 。 これ に よ っ て,予 算 ・人事 部 門 の 権 限 が ラ イ ン管 理 者 に委 譲 され,.資

源 と仕 事 に対 す る7イ ン管 理 者 の 管 理 責任 が 強 化 され て い る とい デ31。

2賃 金労働条件決定の分権化 ・個人化

行 政 改 革 の人 事 管 理 的側 面 と して最 も大 きい のが 賃 金 労 働 条 件 決 定 方 式 の 変

化 で あ る。 この 点 につ い て は,サ ッチ ャー政 権 の 前.半期(1985年 ごろ まで)は,

緊 縮 財 政 政 策 に よ る賃 金 水 準 の抑 制 が 目指 され て い た 一 方 で,公 共 部 門 の伝 統

的 な賃 金 決 定 方式 に は ほ とん ど改 革 の手 はつ け られ て い な か った 。 しか し80年

代 後 半以 降,業 績,技 能 水 準,地 域 性 を考 慮 に入 れ た 賃 金 決 定 政 策 が 導 入 さ れ

る よ うに な り,従 来 の集 権 的 ・画 一 的 な賃 金 決 定 が 崩 れ て きた と言 わ れ る1㌔

と ころ で,イ ギ リ.ス公 務 部 門の 伝 統 的 な賃 金 労働 条件 決 定 制 度 に つ い て簡 単

に触 れ て お くと,公 務 部 門 の伝 統 的 な賃 金 労 働 条 件 決 定 制 度 の モ デ ル は,ホ

13>君 村[1991],75一 ア6ページ。 しかし現実にはFMI自 体による権限の委譲は限られていたため,

より進んで88年から始まった政府機関のエイジェンシー(事 業庁)化 政策によって,政 策の枠組

みの範囲内で事業部門が人事 ・組織編成などの自律的な管理を行えるよう事業庁に権限委譲が行

.われた。これは従来の公務部門の組織文化まで変革していくことによってFMIの 目標を達成し

ようとするものであったとされる(山 本[1997],33ベ ージ)。

14)White[1996],p.92.
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第7表 全 国合 同協 議 会(NJC)の 構 成(ノ ンマ ニ ュア ル)

使 用 者 側 組 合 側

ProvinclalComc皿s 16 ProvincialCouncils 16 すべてNALGO

Sco面shC〔 川ncU 4 ScottishCouncil 4 うち3NALGO

AssociationofCountyCouncils 6 NALCO 8

AssociationofMetropolitanAuthorities 6 MATSA 3

AssociationofDistrictCouncils 4 NUPE 2

ACTSS 1

COHSE 1

.

」一

計 36 35

出所:Brysonetal.[1993]p.559.

イ ッ トレー協 議 会 方 式(全 国 レベ ル で の 産 業 別労 使 協 議 方 式)で あ っ た。 これ

は,1917-18年 に 発表 さ れ た ホ イ.ッ トレー委 員会 の報 告 に基 づ き公 共 部 門で は

1919年 か ら制 度 化 され て い った もの で あ る 。 この 方 式 は 当初 は地 方 自 治体 の マ

ニ ュア ル労 働 者 を 中心 に適 用 され て い た の で あ るが,第2次 大 戦 後 そ の適 用 範

囲 は公 共 部 門全 般 に拡 大 した15).

この方 式 に基 づ き,例 えば 地 方 自治 体 の 場 合,労 使 ほ ぼ 同 数 の代 表 か ら な る

全 国合 同協 議 会(Nati。nalJointCouncil-NJC)に お い て賃 金水 準 の大 枠 の決

定 が な さ れ て きた(第7表)15〕 。 合 同協 議 に よ る 全 国 協 約 は 地 方 自治 体 の 場 合

で は ガイ ドラ イ ン的色 彩 が 強 く,個 別 自治.体 レベ ルで の柔 軟 性 は 国やNHSに

比 べ て 高 か った と され る1η。 しか し基 本 的 には,第8表 が 示 して い る よ う.に,

公 務 部 門全 般 に おい て は80年 代 前 半 まで は 全 国 レベ ル で の 集権 的 交 渉体 制 に よ

る賃 金 労 働 条件 決 定 が 強 固 に維 持 され て きた と言 え よ う。 しか し,80年 代 後 半

以 降 は 従 来 の 中 央 集 権 的 賃 金 決 定 の 規 制 力 が 弱 ま っ て きて お り,NJC方 式

.15>Winchester[1983],P.162.

16>当 局側の取 りまとめをしながら,給 与基準設定の作業を中立的に行 う機関として,LACSAB

.(TheLocalAuthondesConditionsofServiceAdvisoryBoard)が 存在 してきたσ
なお国家公務員の場合は,制 度上は労使同数の中央ホイットレー協議会による賃金決定が行わ

れるとされ,地 方自治体のそれと同様の形式であるが,実 質的には大蔵省等の担当者と組合側と

の協議など.よ り非公式 ・実務的なレベルで決定が行われて ぎたとされる 〔山崎[1984],236-

239ベージ)D

17)IDS[1992】,p.4..

.卍

急調
灘
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第8表 団体協約の普及率,及 び全 国協約 のみ適用 の比率(対 労働者数比)(%〉.

公 務 部 門 製造業部門

1978年 1985年 1978年 1985年

団体 協 約 普及 率:

男.子 マ ニ ュア ル

男子 ノ ンマ ニ ュ ア ル.

98.5

98.8

97.2

99.2

79.1

45.3

66.9

36.5

全 国協 約 のみ:

男 子 マ ニ ュ ア ル

男 子 ノ ンマ ニ ュ アル

62,4.

89.1

77.5

86.5

19.4

10.6

19.2

6.9

出 所BeaumQnt[1992]P.101.

.か ら離 脱 す る 自治 体 す ら出 て きた 。

もっ と も,90年 代 前 半 時 点 で は,NJC方 式 か ら離 脱 した 自治 体 は イ ン グ ラ

ン ド南 東 部 の保 守 党 支 配 下 の 自治 体 を中 心 と した約30団 体,す なわ ち イ ギ リス

(GreatBritain)の 市 町 村 数 約500の う ちの 一 部 で あ り'8>,そ の比 率 は90年 代 半

ば以 降 も大 き く増 え て はい ない よ うで は あ る。 中央 政 府 に よ る 自主 財 源 の圧 迫

.の 下 で は,個 別 自治 体 の賃 金 決 定 権 限 の拡 大 は賃 金 高 騰 に よ る 自治 体 財 政 の 圧

迫をもたらす恐れ もあるからである1%

とは い え,そ れ 以 外 の 自治 体 にお い て も,業 績 給 鋤 の導 入 な どに よ って 自治

18>ibid,p.5.

19)White,0,`謡,P.89.

20)イ ギ リス公務部内 における業績給 〔performance.relatedpav)制 度の運 用については,省 庁や

自治体 によって多様であ るが,多 くはおおむね次 のようなや り方で行われてい る。すなわち,職

務 の達成度 ・イニ シアティブ能力 ・コミュニケーシ ョン能力等 々の数項 目の評価項 目についての

達成度 を上 司が毎年 評価 し,そ の評価が例え ば5段 階評価 で5や4で あれば.(日 本 の公務.員と

同 じ ⇔ 通常毎年1.弓.俸昇給 する ところを2号 俸以上昇給 させ,1や2の 評価 であれば昇給 を据

え置 くようなや り方である。

例え ば職 員 〔ノ ン.7ニ ュアル)約11500人 を抱 えて いるKentCountyCouncilで は,ま ず1987

年 に140Kの 上級 管理職 に対 して業績給が導入され,90年 までにそれは全 職員(ノ ンマニュアル)

に広ま ったのであるが,そ こでの業 績給制度 の運 用は次 のようなものである。

すなわ ち以下の6項 目(① 職務記述書に記載 された課業 の達成度,② いか に課業 ・資源 ・設備

を組織 したか,③ いかにチー・ムワー クを保 ち,部 下 を管理 したか,④ コ ミュニ ケー ション能力,

⑤専門的技術的能力,⑥ イニ シアテ ィブの発揮}を 評価項 目とし,そ れ らの評価を総合 して5段

階 に業績 が評価 され る.そ の評価が最上(レ ベル1=「 並 はずれた成績 」)で あれば,現 在在 籍す

る等級 〔タイ ピス ト等 のA級 か らassistantdirecmrのL級 までの12等 級 ある)の 中で のいか/
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第9表 交 渉 グ ル ー プ ご との 全 国 協 約 の 現状 〔1990年,213自 治体,対 自治 体数比)

(%)

ローカル協約
全国協約を参考に

した ローカル協約1

ローカルにおいて

修正された全国協約
無修正の全国協約

ChiefExecutives 6.1 13.6 55.4 24.4

ChiefOfficers 5.6 13.6 54.9 25.8

APT&C 42 11.7 57.3 36.8

Manual 4.ア 12.7 45.O 33.8

CraftandChief 3.3 11.3 43.7 38.0

Ex㏄utives

出 所:Beaumont[1992]p.113.(原 出 典 はNAムGOR郡 函απん,July1990,p.20>

体 レベ ルで の 賃金 決定 の フ レキ シ ビ リテ ィは増 大 して お り(例 えば90年 時 点 で

のIDS等 の統 計 に よ る と,業 績 給 導 入 の 自 治体 は イ ン グ ラ ン ドと ウ ェー ル ズ

の 自治 体 の約4分 の1,イ ン グ ラ ン ド南東 部 だ けで は約60%2p,流 れ と して は

全 国 交 渉 に基 づ い た賃 金決 定 は衰 退 傾 向 にあ る と言 え る。 この 傾 向 は90年 に 行

わ れ た 第3次WIRS(職 場 労使 関 係 調査)の 結 果 に も出 て い る22}。要 す るに,

第8,9表 か ら も明 らか な よ うに,賃 金 労 働 条 件 決 定 に お い て,NJCで 決定 さ

れ る全 国 協 約 の規 制 力 が弱 ま り,全 国協 約 水 準 が その ま ま適 用 され る労 働 者 ・

自 治 体 の 比 率 は 近 年 減 少 し て き て い る と い う こ とで あ る 認)。

、な る号俸 〔それぞれの等級 ご とに9一 ユ2号俸 ある)に も格付 けされ ることがで き,す でに等級 内

の最上位号俸に位 置付け られていた者 には,3月 末時点の給与の11-15男 相当のボーナスが5月

に支払われ る.評 価が レベル2(「 高度な成績」)で あれば2号 俸の昇給がなされ る。既 に最高号

俸 に達 していた者には,レ ベル1の 場合 と同様 に してs-la%の ボーナ スが支払われ る.レ ベル

3〔 「良好 な成績」)で あれば,1号 俸 の昇給で,既 に最高号俸 に到達 していた者には5%の ボー

ナ スが支払われ る.レ ベル4(「 不十分な成績」〉であれば4月1日 の定期昇給は見送 られるが,

成績がその後要求水準に達 すれ ば上司は昇給 を実施す ることがで きる。最低評価の レベル5で あ

れば,定 期昇給は実施されない(IDS,op."t.,Pp.11-12)。

21)Bea㎜ont[1四2],p、149.

22)Millwan]et敏1.[1992],pp.232-233.

23)賃 金決定を分権 化 した自治体 では,賃 金水準 ば地域の労働 市場の賃金指 標を も参考に しなが ら

瀧 され る。NALGOの 交灘 を否認 し,staffc.㎜itte等 暁 称 の(非 組箱 の篠 員代表 を

も含んだ)労 使協議 会によって賃金 の詳細が決定 され る自治体 もあ る.他 に も,給 与等級 の単純

化(給 与等級の数 を減 らす代わ りに,等 級間で の重複部分 を増やす)や 自動昇給 の廃止 等によワ

て賃金決定の7レ キシ ビリテ ィが増大 してい る(Brys`川,e[al..[1993],PP.560-571)。

なお国家.公務員関係で は,従 来 は自治体以上 に集権的な賃金決定が行 われて きたが,804一 代後

半以降次のよ うな経 過をたどって賃金決定の分権化が急速 に進んで きた。 ノ
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こ の よ う な改 革 の 背 景 と して は,第1に,80年 代 末 の労 働 市 場 逼 迫 期 に民 間

に流 れが ち な専 門的 ・技 術 的 人 材 を捲 保 す る必 要 が あ った た め,全 国合 意 レベ

ル を上 回 る給 与 体 系 を取 り入 れ る必 要 が 生 じた こ と,第2に は,職 員 間で の 賃

金 水 準 の フ レキ シ ビ リテ ィの確 保 とい う意 図 が あ る とされ る挑 しか し賃 金水

準 の フ レキ シ ビ リテ ィ確 保 の根 底 に は,そ れ に よ る職 員 の モ チ ベ ー シ ョ ンの強

化 とい う意 図 もあ る こ とは疑 い ない 。

た だ し,80年 代 後 半 以 降行 革 の一 環 と して 導 入 され て きた こ う.した賃 金 決 定

の 分 権 化 や フ レキ シ ビ リテ ィの増 大 は,職 員 の賃 金水 準 を トー タ ルに上 昇 さ せ

た と は必 ず しも言 え な い。 例 え ば,80年 代 末 か ら90年 代 初 頭 にか け てNJC方

式 か ら離 脱 し全 国.協約 以 上 の賃 金 上 昇 率 を実 現 させ た 自治 体 に お い て も,93年

た は 賃 金 上 昇 率 は 全 国 水 準 に ほぼ 戻 って い る2%そ れ で も90年 代 前 半 の 時期,

賃金 決定 を分 権 化 した 自治 体 にお い て は,管 理 職 層 に対 して は よ り大 幅 な賃 金

上 昇 が もた ら され た と い う面 は あ る綱。 しか しな が ら,こ の 改 革 の 意 味 合 い は,

管 理 職 の 賃金 上 昇 それ 自体 よ り も,賃 金 決 定 を個 人化 させ 賃 金 決 定 に お け る組

合 の 影響 力 を減 殺 した とい う点 にお い て.一層大 きい と思 わ れ る。 この点 が,管

理 職 の個 人 主 義 的競 争 志 向 を強 めた り,業 績給 とい う回 路 を通 じて(良 い査 定

点 を と った)一 部 の 管 理職 に よ り大 幅 な賃 金 上 昇 を もた ら した りす る こ とにつ

、 まナ87年 にgrade2,3の 高級公務 員に業績給 制度が正式に尊人され,88年 それがgrade7(課

長補佐級}に まで拡 大された。 また 同年か ら始 まった政府事業部門のエ イジ ェンシー化(事 業 部

門 を政府本体 から切 り離す)に よって誕生 した事業庁(Agencv〕 において も,多 くで業績給 制

度が導 人されて きた。 これ らによ り国家公務部門で も80.年代末か ら賃金決定の分権化が急速 に進

んだ。既に94年4月 時点では全 国 レベルで の賃金交 渉が実施 され ていたのば職員 の40%の みで

あった が(1海 外 労働 時報」No.222,1994年11月 号,39ペ ー ジ),つ い に96年 か らはgrade5

〔課長級)未 満の職位 の職員 について は各 省庁 ごとに賃金決定 が行 われ るよ うになった(α 副

SewiseStatistics1997)。 また,山 本前掲 書によれば非現業 国家公 務員の95%が 業績給 制度の適.

用 を受 けてい るとい う 〔38ペー ジ〕.賃 金決定の分権 化や業績給 の導入 は,現 在では国家公 務.員

の方が進 んでい ると言えよう。

24)Brysonetal、,ρ 沖.,it.,DP.560-561.

25)治 此己,P,574.

26)例 えば前述のK㎝tCountyCouncllで は,92年4月 のベ ース アップ時 に,Hay(給 与調査 会

社}の ア ドバ イ.スによ り,グ レー ド」一丁.の上級管理職 にば グレー ドA-1の アップ率 〔4,5%)

に1%の 上積みがなされた(-ns,砂.`∫'.,p.ll〕 。
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な が り,そ の こ とが 管 理 職 層 を中 心 と した ホ ワ イ トカ ラー の意 識 の上 で の組 合

離 れ を生 み 出す 一 因 に な って い る と思 わ れ る。

3昇 進管理の変化

な お,行 政 改 革 に伴.う人 事 管 理 の 変化 と して は,管 理 職 に対 す る昇 進 管 理 の

変 化 につ い て も指 摘 され る必 要 が あ る。

イ ギ リス の 国家 公 務 員 の世 界 で は,い わ ゆ る オ ックス ブ リ ッジ の人 文 系 学 部

出 身者 を 中心 とす る行 政 職 官僚 が特 権 的位 置 を 占 め,そ れ 以 外 の職 種 は上 級 管

理 者 へ の昇 進 の道 を 閉ざ され て い た 。 しか し この ゼ ネ ラ リス ト偏 重 の伝 統 的 人

事 で は時 代 の情 勢 に対 応 で き ない とい う危 惧 か ら,1968年 の フ ル トン報 告 に基

づ き,行 政 職 の み な らず す べ て の職 種 に対 して管 理 職 昇 進 機 会 を公 開す る オー

プ ン構 造 が 導 入 され た(1972年)。

オ ー プ ン構 造 は 当初grade3(局 長)以 上 に適 用 され て い た が,そ の 適 用 範

囲 は次 第 に 下位 等 級 に まで 拡 大 し,1984年 に はgrade6(上 席 主査)以 上,86

年 に はgrade7(主 査=日 本 の課 長 補佐 級)以 上 が そ の対 象 とな っ た 。 この こ

と は,以.前 に も増 し て多 くの ホ ワ イ トカ ラ ー が 上 級 管 理 職 を 目指 す 「開か れ

た 」 競 争 に参 入 しう るよ うに な った こ とを意 味 す る と言 え よ う。

.そ して 現 実 の 職 員 構 成 を 見 て み る と,現 業(industrial)部 門 の 合 理 化 ・外

部 化 に よ り非 現 業(non-industria】)部 門 の 職 員 の 比 率 が 増 大 し(従 って 国 家

公 務 員 の 中 に 占 め る ホ ワ イ トカ ラ ー の比 率 の 上 昇 も推 測 され),か つ ホ ワ イ ト

カ ラー職 員 の 中 に 占 め る管 理 職 の比 率 も増 加 傾 向 にあ る こ とが 指摘 で きる『㌧

27).国 家公務員現業部門,非 現業部門の職員数の推移は以下のとお り頃単位;千人)

1970V 1975年 1980年 1985年1990年 1995年

現 業 部 門

非現業部門

209

495

178

526

159

549

1G2

500

6ア

499

42

475

出所:α 寵'蕊r切`θ5趣`醜 ご`凱

管 理 職 の 比 率 に つ い て は,例 え ば1986年1月1日 現 在 の非.現 業 国 家 公 務 員491,513人 の うち

gmde7(課 長 補 佐)以 上 の 職員 数 は22,013人 〔4,5%)で あ った(将[1988],28ペ ー ジ)が,

94年4月1日 現 在 で は 同494,140人 中grade7以 上 は24,器0人 〔.5%),97年4月1H現 在 で/

..

ノ
.

.
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な お,地 方 自治 体 で も同種 の 動 きが み られ るか ど うか につ い て は,確 定 的 な

資 料 を現 時 点 で は持 ち.合わ せ て い な い。 しか し,現 業 部 門 の縮 小 傾 向 は 自治体

で も顕 著 で あ る こ とか ら考 え る と,近 年 職 員 構 成 にお け る ホ ワ イ トカ ラー の比

率 が 高 ま って い る こ とは 間違 い ない し,ホ.ワ イ トカ ラー の昇 進 管 理 に つ い て の

国 と同様 な 変 化 は 自治 体 で も生 じて い る と推 測 さ れ る。

なお本論文 においては,イ ギ リス公務部 門の人事管理改革 に伴 う管理職層の意識変

化 につ いての検討,さ らに人事管理改革に対する組合の対応及 びその意義 と限界 につ

いての検討,と いう課題が まだ残 されてい るが,こ れについては次稿 に譲 る。
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